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「成年後見制度の利用促進に関する調査研究事業」

市町村成年後見制度
利用促進基本計画
策定の手引き（概要）

成年後見制度の利用促進を目的とした
市町村計画策定支援のための
調査研究事業検討委員会
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背景・目的、検討体制等

○本研究事業において、以下の実現に向けて、「市町村成年後見制度利用促進基本計画策定の手引き
（「市町村計画策定のための手引き」）」作成を目的に実施。

◎市町村による体制整備の促進：
全国各地域の実情に応じた成年後見制度の利用促進を目的とした体制整備。

◎都道府県による市町村支援の促進：
全国どの地域に住んでいても、成年後見制度の利用が必要な人が制度を利用できるような体制整備を進めるためには、
都道府県による市町村支援が不可欠。

（１）本研究事業の背景・目的

（２）検討体制

氏 名 所属・役職等

安藤 亨 愛知県豊田市 福祉部 福祉総合相談課 主査

大口 達也 高崎健康福祉大学 健康福祉学部 社会福祉学科 助教

上山 泰（◎） 新潟大学 法学部 教授

香野 遥 神奈川県 地域福祉課 主事

橘 一明 福島県南会津町役場 舘岩総合支所 町民課 課長補佐（兼）総務係長

丸山 広子 埼玉県社会福祉協議会 権利擁護センター 所長

成年後見制度の利用促進を目的とした市町村計画策定支援のための調査研究事業検討委員会

◎：委員長
※委員の所属・役職等については、平成31年3月末日時点。

■オブザーバー
厚生労働省 社会・援護局
地域福祉課 成年後見制度利用促進室

厚生労働省 社会・援護局
地域福祉課 地域福祉・ボランティア係

厚生労働省 社会・援護局
障害保健福祉部 障害福祉課 地域生活
支援推進室

厚生労働省 老健局
総務課 認知症施策推進室

■事務局
一般財団法人 日本総合研究所

（３）実態把握調査等

●アンケート調査（実態把握調査）

○調査対象・回収状況
・市町村（1,741）：1,091（回収率：62.7%）
・都道府県（47）：38（回収率：81.0%）
○調査時期：平成30 年10 月～11 月

●ヒアリング調査（実態把握調査）

○調査対象
・市町村 5（町村1、一般市3、政令指定都市1））
・都道府県 1
○調査時期：平成30 年10 月～11 月

●ヒアリング調査（先行自治体調査）

○調査対象
・市町村 4（町村1、一般市1、中核市2）
・都道府県・都道府県社会福祉協議会 5地域
○調査時期：平成30年10月～平成31年3月 2



目次・ポイント

〔ポイント1〕
4つの市町村計画

の例を掲載してポ
イントを説明

〔ポイント2 〕
市町村計画策定の
参考プロセスを整理

〔ポイント3〕
市町村計画見直しの際の

ポイントを整理

〔ポイント4 〕
都道府県の市町村支援例

を掲載

〔ポイント5 〕

審議会条例や協議会設置要
綱等、参考資料を掲載
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市町村計画の法的根拠と国基本計画で示されている内容

「国基本計画」で示されている
市町村計画を定めるに当たって

具体的に盛り込むことが望ましい内容

「市町村計画策定のための手引き」p.2

誰もが住み慣れた地域で、地域の人々と支えあいなが
ら、尊厳をもってその人らしい生活を継続することがで
きること

目

的

必要な人が、成年後見制度を、本人らしい生活を守る
ための制度として利用できるように権利擁護支援の地
域連携ネットワークを構築

目

標 •権利擁護支援の必要な人の発見・支援
•早期の段階からの相談・対応体制の整備

•意思決定支援・身上保護を重視した成年後見制
度利用の運用に資する支援体制の構築

ネットワークの役割

具
体
的
な
施
策
等
の
方
針

中核機関の整備・運営の方針

権利擁護支援の地域連携ネットワークおよび中核機
関の４つの機能の段階的・計画的な整備

• 広報機能
• 相談機能
• 成年後見制度利用促進機能
• 後見人支援機能

チーム・協議会の具体化の方針
助成制度のあり方

●権利擁護支援の地域連携 ネットワークの以下の
役割を実現させる体制整備の方針

・権利擁護支援の必要な人の発見・支援
・早期の段階からの相談・対応体制の
整備
・意思決定支援・身上保護を重視した
成年後見制度の運用に資する支援
体制の構築

●地域連携ネットワークの中核機関の設置・運営方針

●地域連携ネットワークおよび中核機関の４つの機能

（広報機能、相談機能、成年後見制度利用促進機能、

後見人支援機能）の段階的・計画的整備方針

※既存の地域福祉・地域包括ケア・司法とのネットワー
クといった地域資源の活用や、地域福祉計画など既存の
施策との横断的・有機的連携に配慮した内容とする

●「チーム」「協議会」の具体化の方針

●成年後見制度の利用に関する助成制度のあり方

成年後見制度利用促進法第14条、国基本計画p.20～21

【盛
り
込
む
こ
と
が
望
ま
し
い
内
容
】に
つ
い
て
、
さ
ら
に
具
体
化
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市町村計画策定の意義と効果

①効果的で着実な推進：
• 「権利擁護支援の地域連携ネットワークについての目指すべき姿」を庁内外に対して明らかにする
ことができる

• 的確にニーズを把握し、計画の見直し年度までに達成する具体的目標を設定することで、多岐にわ
たる施策の整合を図り、着実かつ効果的に推進することができる

②段階的整備の担保：
• 計画策定のという手法を用いることにより、計画の見直しの際に次ぎに整備する機能についての具
体的目標を設定することができる。一度に全ての機能を整備しなくとも、段階的な体制整備を担保
することができる。

③地域連携ネットワークの構築・強化：
• 適切なプロセスを経て計画を策定すると、庁内関係部署、地域住民、関係者・関係機関と「目指す
べき姿」についての共通認識を形成することができる。

• このことにより、関係機関等からの協力が得られやすくなり、迅速な個別対応を行うことができる
ようになる。
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計画策定の流れ

Ⅰ

計
画
策
定
の
た
め
の
準
備

Ⅱ

計
画
策
定

Ⅲ

実
行
見
直
し

担当課の決定

スケジュールの決定

現状の確認

課題整理

計画策定メンバーの決定

市町村計画案の作成

意見の聞き取りと反映

協議会への報告

計画の見直し

計画策定の流れは必ずしも、以下の順番で進むものではなく、各市町村の実情に応じて、前後したりプロセスを省略したり
することも考えられる。

＜市町村計画策定＞

計画の決定と公表
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市町村計画の２つのパターン
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市町村計画の例１ 【部門別計画として単体で策定する場合のイメージ】

１ ○○市（区町村）成年後見制度利用促進基本計画の策定の趣旨と位置づけ
２ 現状と課題
（１）現状

※成年後見制度利用者数、高齢化率、要支援者数、障害者数、日常生活自立支援事業利用者数、成年後見
制度関連施策の実施状況（市町村長申立て数、成年後見制度利用支援事業の実施状況と実績、市民後見
人育成・選任状況、法人後見育成・活用状況）などを用いて示すことができる

※成年後見制度利用ニーズ調査や、成年後見制度の認知度や意識調査等のアンケート調査を実施している場
合には、それらを提示することで、施策に取り組む必要性を明示することができる

（２）課題

※権利擁護支援の実務を担当している所管、関係者・関係機関とも協議しつつ、今回の計画で解決する課題を
示す

３ 今後の取組
（１）本計画における取組目標（段階的に整備するものはその旨記載）

※権利擁護支援の地域連携ネットワークの３つの役割の中で、本計画がもっとも重点的に充実させる目標を示
す方法も考えられる。目標を定めておくことで、協議会における建設的な検討や合議を示すことができる

（２）中核機関、チーム、協議会についての体制整備の方針について
（３）助成制度について

※成年後見制度利用支援事業等の助成制度について示す。その場合、介護保険計画や障害福祉計画の内容
と連動することになる。

４ 評価

※計画を見直す年度や具体的手法を示す方法が考えられる。例えば「〇年度に、【〇〇市権利擁護支援ネット
ワーク協議会】等の意見を聞き、計画を見直す」等の記述が考えられる。

事項ごとに、取組目標と実現するための具体的方法を合わせて、それぞれを書く方法もある

8



手引きに掲載している市町村計画の概要と特徴

自治体名 自治体区分 人口（高齢化率） 計画期間 特徴

新潟県阿賀町 町村 約11,000人（約47%）
平成30年度
～32年度

・基本的な考え方の明示：
－成年後見制度の利用支援
－地域で安心して暮らし続けられる社会の実現

・既存の仕組みや体制の活用
－成年後見センター運営委員会を活用しての計画策定

・今後の取組方策の明示
－「親族後見人への支援策の検討」を明示 等

香川県三豊市 一般市 約66,000人（約35%）
平成31年度
～34年度

・基本的な考え方の明示：
－権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関の整備

・国基本計画の考え方を踏襲しながら、当市における取組方針
を明示

・計画策定の取組体制
－条例によって計画を策定、パブリックコメントによる意見
聴取 等

・既存の仕組みや体制の活用
－チーム：地域ケア個別会議、協議会：地域ケア推進会議等

①成年後見制度利用促進基本計画として単体で策定した自治体

②地域福祉計画等の他の計画と一体的に策定した自治体

自治体名 自治体区分 人口（高齢化率） 計画期間 特徴

宮城県女川町 町村 約6,500人（約38%）
平成27年度～
31年度

・基本的な考え方の明示：
－地域福祉計画の中で、権利擁護事業の推進を明確化

青森県八戸市 中核市 約231,000人（約30%）

・地域福祉計
画：平成28年
度～32年度
・高齢者福祉
計画、障害福
祉計画：平成
30年度～32年
度

・地域福祉計画、高齢者福祉計画、障害福祉計画と一体的に
策定、市の総合計画とも連動

・各計画で基本的な考え方の明示
－個人が尊重され誰もが公平に福祉サービスを受けられる
体制の充実（地域福祉計画）

・各計画で事業と目標を明示
・既存の仕組みや体制の活用
－市民後見推進協議会→調査審議機関として位置づけ 等

「市町村計画策定のための手引き」p.14～p.31 9



機能ごとの項目整理（段階的整備となるため、計画見直しの際の項目例として整理）

【広報機能】 【相談機能】

「市町村計画策定のための手引き」p.57、58
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【成年後見制度利用促進機能】 〔受任者調整（マッチング）等の支援〕

〔日常生活自立支援事業当関連制度からのスムーズな移行〕

「市町村計画策定のための手引き」p.59、60

機能ごとの項目整理（段階的整備となるため、計画見直しの際の項目例として整理）
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【後見人支援機能】 【不正防止効果】

「市町村計画策定のための手引き」p. 61、62

機能ごとの項目整理（段階的整備となるため、計画見直しの際の項目例として整理）
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都道府県による市町村支援の例

【法律、国基本計画において
都道府県に期待される市町村支援の内容】 【都道府県が行っている市町村支援の例】

「市町村計画策定のための手引き」p. 67、70
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